
 

特定接種（ 医療分野） の登録要領 

 

１  本要領の位置付け 

  本要領は、 新型イ ンフ ルエン ザ等対策特別措置法第 28 条第１ 項第１ 号の登録に関する

規程（ 平成 25 年厚生労働省告示第 370 号。 以下「 登録手続告示」 と いう 。） に基づく 医

療の提供の業務を 行う 事業者の登録及び当該事業者と 同様の職務を 行う 公務員（ 国家公

務員及び地方公務員並びに公務員と し ての身分が付与さ れている 行政執行法人（ 独立行

政法人通則法（ 平成 11 年法律第 103 号） 第２ 条第４ 項に規定する行政執行法人を いう 。

以下同じ 。） 及び特定地方独立行政法人（ 地方独立行政法人法（ 平成 15 年法律第 118 号）

第２ 条第２ 項に規定する特定地方独立行政法人をいう 。 以下同じ 。） の職員を いう 。 以下

同じ 。） に関する当該公務員の所属機関の報告が円滑に行われるよう 、 登録申請及び報告

（ 以下「 登録申請等」 と いう 。） に係る留意事項等について定めるも のである。  

 

２  登録申請事業者及び登録対象者等 

（ １ ） 登録申請事業者及び登録対象者 

  新型イ ンフ ルエン ザ等対策特別措置法（ 平成 24 年法律第 31 号。 以下「 法」 と いう 。）

第 28 条の規定に基づく 特定接種（ 医療分野） の登録対象と なり 得る事業者（ 外部事業者

の従業者について登録申請を 行う 公設医療機関（ 国、 地方公共団体、 行政執行法人又は

特定地方独立行政法人が開設する 医療機関を いう 。 以下同じ 。） の開設者） を 含む。 以下

「 登録申請事業者」 と いう 。） は、 以下の２ つの要件を 満たし ている必要がある。  

① 新型イ ンフ ルエンザ等対策特別措置法第 28 条第１ 項第１ 号の規定に基づき 厚生労働

大臣が定める基準（ 平成 25 年厚生労働省告示第 369 号。以下「 登録基準告示」と いう 。）

において定めら れた基準のう ち 、 別添１ の表の「 事業の種類」 及び「 事業の種類の細

目」 で記載さ れた事業（ 以下「 医療提供事業」 と いう 。） に係る事業者であるこ と 。   

② 業務継続計画※（ 診療継続計画） を作成し ているこ と 。  

  ※新型イ ンフ ルエンザ等対策政府行動計画（ 平成 25 年６ 月７ 日閣議決定。 以下「 政府

行動計画」 と いう 。） 及び新型イ ンフ ルエンザ等対策ガイ ド ラ イ ン（ 平成 25 年６ 月

26 日新型イ ン フ ルエンザ等及び鳥イ ンフ ルエンザ等に関する関係省庁対策会議決定）

では「 事業継続計画」 と 表記し ていたが、 登録手続告示に合わせ、「 業務継続計画」

と 表記する。  

登録を 受けた事業者（ 以下「 登録事業者」 と いう 。） は、 法第４ 条第３ 項に基づき 、

新型イ ンフ ルエン ザ等の発生時においても 医療の提供を 継続的に実施するよ う 努めな

ければなら ない。 また、 新型イ ンフ ルエン ザ等の発生時に、 法第 18 条第１ 項に規定す

る 基本的対処方針により 、 接種総枠、 対象、 接種順位等を 決定する こ と と し ており 、

特定接種の実施を 請求する確定的な権利は発生し ないこ と に留意する。  

登録申請事業者は、 新型イ ン フ ルエン ザ等の発生時において、 登録基準告示におい
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て定めら れた基準のう ち、 別添１ の表の対象業務（ 以下「 登録対象業務」 と いう 。） に

従事する者を 登録対象者と し てその数を登録申請するも のと する。  

（ ２ ） 公務員の対象者 

  医療提供事業に係る公務員についても 、 特定接種の実施に際し 、 必要なワク チン の数

の把握及び円滑なワク チン の供給を 行う に当たり 、 実施主体である 国又は地方公共団体

が上記登録事業者と 同一の登録事項を 把握する 必要があるため、 上記登録申請事業者と

同様に、 当該公務員の所属機関は、 特定接種登録申請書（ 別添２ 。 以下「 登録申請書」

と いう 。） を 用いて、 厚生労働省に報告するも のと する。（ 法第 28 条第１ 項第１ 号に基づ

く 登録と は異なる性格のも のである。）  

ただし 、 防衛省の開設する 医療機関については、 都道府県の確認等を 経ず、 防衛省が

直接周知及び取り まと めを 行い、 厚生労働省に報告するも のと する。  

 

３  登録申請等の周知 

厚生労働省は、 都道府県等（ 都道府県、 保健所を 設置する市及び特別区を いう 。 以下

同じ 。） の協力を 得ながら 、 登録申請事業者に対し 、 登録申請方法等について情報提供を

行う 。 また、 特定接種の対象と なり 得る公務員についても 同様と する。  

 

４  登録申請等の方法 

  登録申請等の方法は、 以下のと おり と する 。  

（ １ ） 登録申請書の提出 

 登録申請事業者は、 特定接種管理システム（ 以下「 管理システム」 と いう 。） 上で、 登

録申請書に必要事項を 入力し 、 厚生労働省に登録申請書を 提出する 。 登録申請書の提出

については、 管理システムによ り 、 当該事業所が所在する都道府県等に通知さ れる。 ま

た、 やむを 得ない理由によ り 、 管理システムによる 登録申請書の提出ができ ない事業者

に対し ては、 都道府県等が紙での配布・ 受付を 行う 。  

  新型イ ンフ ルエンザ等医療提供（ 法第 31 条第１ 項に規定する患者等に対する医療の提

供を いう 。 以下同じ 。 ） を 行う 歯科診療所については、 各郡市区歯科医師会の推薦を 得

て、 厚生労働省へ登録申請書を 提出する。  

医療提供事業に係る 公務員についても 同様に、 当該公務員の所属機関は、 登録申請書

を 用いて、 こ れに必要事項を 入力し 、 厚生労働省に報告する。  

（ ２ ） 登録申請内容の確認及び登録等の実施 

都道府県等は、 管理システムにより 通知さ れた登録申請書の内容を 適切に確認し た上

で、 管理システムによ り 厚生労働省（ 保健所を 設置する 市及び特別区にあっ ては、 都道

府県） に通知する。  

登録申請書を 紙で受け付けた場合は、都道府県等は、こ れを 登録申請書（ Excel シート ）

に転記・ 確認の上で、 取り まと めて、 E-mai l で厚生労働省（ 保健所を 設置する市及び特
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別区にあっ ては、 都道府県） に送付する。  

登録申請書の確認は、 原則と し て各保健所が行う も のと する 。 また、 都道府県は保健

所を 設置する市及び特別区に対し ては協力を 求めるも のと する。  

厚生労働省は、 必要に応じ て都道府県等の協力も 得ながら 、 登録申請事業者の登録申

請内容について、 登録申請事業者である各医療機関等を 担当し ている厚生労働省各局各

課において適切に確認を行っ た上で、 厚生労働省に備える登録事業者管理台帳（ 以下「 管

理台帳」 と いう 。） に登録を 行う 。  

なお、 登録申請内容に疑義がある場合には、 必要に応じ て登録申請事業者に対し て、

登録対象業務の従業者数に係る 算出の根拠等について照会を 行う と と も に、 登録申請内

容について修正を 求めるこ と と する。  

  医療提供事業に係る公務員に関する 報告内容についても 同様に、 厚生労働省各局各課

又は都道府県等において適切に確認を 行っ た上で、 管理台帳に記録する 。  

 

５  登録申請書の記載事項 

登録申請書の記載事項は、 下記のと おり と する。  

（ １ ） 申請者情報 

・ 設立区分（ 公設医療機関の開設者のみ記載）  

・ 事業者名 

・ 代表者の氏名 

・ 郵便番号 

・ 所在地 

・ 電話番号 

・ FAX 番号 

・ E-mai l アド レ ス 

・ 業務継続計画（ 診療継続計画） を 作成し ているこ と （ 公設医療機関の開設者は備考欄

に記載）  

( ２ ) 事業所情報 

・ 施設区分（ 事業の種類の細目②に記載）  

・ 事業所名 

・ 郵便番号 

・ 所在地 

・ 電話番号 

・ FAX 番号 

・ E-mai l アド レ ス 

・ 事業の種類 

・ 登録対象業務の従業者数 
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う ち 申請事業者の登録対象業務の従業者数 

う ち 外部事業者の登録対象業務の従業者数 

・ 歯科診療所が所属する郡市区歯科医師会名（ 歯科診療所のみ備考欄に記載）  

（ ３ ） 接種実施医療機関情報 

・ 医療機関名 

・ 郵便番号 

・ 所在地 

・ 電話番号 

・ FAX 番号 

・ E-mai l アド レ ス 

 記載事項に関する詳細は、 別途定めるこ と と する が、 基本的な考え方は以下のと おり

である。  

 

（ 業務継続計画）  

登録申請事業者は、 業務継続計画（ 診療継続計画） を 作成し 、 主たる事務所又は事業所

に備え付けなければなら ない。 なお、 政府行動計画では、 全ての医療機関に対し て、 医療

機関の特性や規模に応じ た診療継続計画の作成を 要請し ているため、 公設医療機関におい

ても 業務継続計画（ 診療継続計画） を 作成し ている こ と を 備考欄に記載し て報告する も の

と する。  

業務継続計画に記載すべき 事項は以下のと おり である。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等発生時の診療継続方針 

・ 新型イ ン フ ルエンザ等発生時の重要業務、 縮小業務及び休止業務の分類並びに重要業

務の継続方針 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等発生時の重要業務継続のための具体的方策 

・ その他必要な事項（ 特定接種の実施に必要な事項等）  

 

（ 接種実施医療機関）  

歯科診療所、 薬局、 訪問看護ステーショ ン 等、 自施設以外を 接種実施医療機関と する 場

合は、 地域医師会、 病院団体や地方公共団体の協力を 得て、 接種実施医療機関と 特定接種

の実施に関し て連携体制を 構築する と と も に当該医療機関と 覚書を 作成し 、 取り 交わし て

おく こ と が必要である。 なお、「 特定接種の接種体制に関する覚書」 の様式（ 別添３ ） を示

すので、 適宜活用さ れたい。  

 

（ 常勤換算）  

従業者数については、 登録対象業務に従事する時間を 基に常勤換算し たも のと する。  

（ 外部事業者の考え方）  
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登録申請事業者の登録対象業務を 受託し ている 外部事業者の職員（ 当該登録申請事業者

に常駐し て当該業務を 行う 等不可分一体と なっ ている 場合に限る 。） は、（ ２ ） の登録対象

業務の従業者数に含むも のと する 。 なお、 外部事業者の職員には、 委託や請負のほか、 登

録申請事業者の登録対象業務を担う 派遣労働者も 含むも のと する。  

なお、 公設医療機関の職員は公務員の身分を 有し ている が、 こ れら の職員についても 、

特定接種の実施に必要な事項等を 報告する 必要がある 。 一方、 当該医療機関で登録対象業

務を 行う 外部事業者（ 指定管理者制度を 利用し て管理又は運営を 包括的に代行さ せている

場合も 含む。） の従業者は公務員の身分を有し ていないため、当該公設医療機関の開設者は、

２ （ １ ） の登録申請事業者と し て、 法に基づく 登録申請を 行う 必要がある。 こ の場合、 公

務員の身分を 有する職員と 接種の実施主体が異なる こ と も あるため、 こ れら の外部事業者

の従業者と は、 区別し て対象者数を 報告・ 登録申請するこ と と する。  

 

６  登録完了の連絡及び公表 

厚生労働省は、 登録申請事業者が登録事業者と し て厚生労働省に備える管理台帳に登

録さ れた場合には、 管理システムによ り 、 登録申請事業者に対し て、 登録を し た旨及び

登録人数を 通知すると と も に、 厚生労働省のホームページにおいて、 当該事業者名、 事

業の種類、 事業所名及びその所在地、 登録年月日並びに登録番号を 公表する。  

また、 報告のあっ た医療提供事業に係る 公務員の所属機関についても 、 登録事業者と

同様に通知及び公表を するも のと する。  

なお、 厚生労働省は、新型イ ンフ ルエンザ等の発生後、 特定接種を実施し た場合には、

実施し た登録事業者名等を 公表するも のと する。  

 

７  登録の有効期間及び更新 

 登録の有効期間は５ 年と する。  

 有効期間満了の後も 引き 続き 医療提供事業を 行う 登録事業者は、 登録の更新を 受けるこ

と ができ る。 登録の更新を 受けよ う と する事業者は、 登録の有効期間満了の日の 90 日前か

ら 30 日前までの間に登録更新の申請を 行う こ と 。  

なお、管理システムにより 、登録事業者に対し て、登録の有効期間満了の日の 90 日前に、

登録の更新案内を E-mai l で通知する。  

また、 報告のあっ た医療提供事業に係る公務員の所属機関についても 、 登録事業者と 同

様に更新の報告を 行う も のと する。  

 

８  変更及び廃業等の届出 

（ １ ） 変更の届出 

  登録事項について変更があっ た場合（ 軽微な変更があっ た場合を除く 。） は、 登録事業

者は、 30 日以内に管理システム上で、 登録申請書に変更事項を 入力し 、 厚生労働省に提
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出し なければなら ない。 登録申請書の内容確認及び登録等の実施については、 ４ に準じ

るこ と と する。  

  また、 報告のあっ た医療提供事業に係る公務員の所属機関についても 同様と する。  

（ ２ ） 廃業等の届出 

合併、 破産等によ り 登録事業者が消滅し た場合及び登録事業者が医療提供事業を 廃業

し た場合、 登録事業者は、 30 日以内に厚生労働省に対し て、 その旨を 届け出なければな

ら ない。  

また、 報告のあっ た医療提供事業に係る公務員の所属機関についても 同様と する。  

 

９  広報・ 相談 

厚生労働省は、 都道府県等の協力を 得ながら 、 登録申請事業者に、 接種の目的、 実施

方法、 安全性、 有効性等を 含め、 的確な情報が伝達さ れる よう 周知を行う 。  

 

１ ０  その他 

  本要領は、 必要に応じ て適宜見直すも のと する。  
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別添１  

特定接種( 医療分野) の登録対象に関する基準 

 

特定接種( 医療分野) の登録対象に関する 基準は、 登録基準告示に基づき 、 以下の表のと

おり と する。  

なお、 登録申請事業者と 同様の職務を 行う 公務員についても 同様と する 。  

 

事業の種

類 

事業の種類の細目 対象業務 

新型イ ン

フ ルエ ン

ザ等医療

提供を 行

う 事業 

病院、診療所、薬局又は訪問看護ステ

ーショ ン において新型イ ン フ ルエン

ザ等医療提供を行う 事業 

医師、看護師、薬剤師又は窓口事務職員等

が行う 新型イ ン フ ルエン ザ等医療提供に

係る業務 

重大緊急

医療提供

（ 重大か

つ緊急の

生命保護

に関する

医療の提

供 を い

う 。 以下

同じ 。） を

行う 事業 

 

国立ハン セン病療養所、国立研究開発

法人国立がん研究セン タ ー、国立研究

開発法人国立循環器病研究センタ ー、

国立研究開発法人国立精神・ 神経医療

研究セン タ ー、国立研究開発法人国立

国際医療研究センタ ー、国立研究開発

法人国立成育医療研究センタ ー、国立

研究開発法人国立長寿医療研究セン

タ ー、独立行政法人国立病院機構の病

院、独立行政法人労働者健康福祉機構

の病院、独立行政法人地域医療機能推

進機構の病院、公立病院、日本赤十字

病院、 社 会 福 祉 法 人 恩 賜 財 団 済

生 会 の 病 院 、 厚 生 農 業 協 同 組 合

連 合 会 の 病 院 、 社 会 福 祉 法 人 北

海 道 社 会 事 業 協 会 の 病 院 、 大学

附属病院、救命救急センタ ー、災害拠

点病院、地域医療支援病院、入院を 要

する救急医療機関、救急病院若し く は

救急診療所、分娩を 扱う 病院若し く は

診療所若し く は助産所又は透析を 扱

う 病院若し く は診療所において重大

緊急医療提供を行う 事業 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、

看護師、 准看護師、 救急救命士、 歯科衛生

士、 歯科技工士、 診療放射線技師、 臨床検

査技師、 臨床工学技士、 義肢装具士、 理学

療法士、 作業療法士、 視能訓練士、 言語聴

覚士、管理栄養士が行う 重大緊急医療提供

に係る業務 

 



登録申請書（民間）

特定接種登録申請書



申請事業者の全従業者



登録申請書（国、都道府県、市区町村）

特定接種登録申請書



申請事業者の全従業者



 

特定接種の接種体制に関する 覚書 

 

 

 （ 株） ○○○○代表取締役○○○○（ 以下「 甲」 と いう 。） と 医療法人○○○

代表者○○○○（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 新型イ ン フ ルエ ン ザ等対策特別措置

法（ 平成 24 年法律第 31 号） 第 28 条の規定に基づき 実施さ れる 特定接種の接種

体制に関し て 、 下記の事項について 合意し たので 、 こ こ に覚書を 締結する 。  

 

 

記 

 

 

接種実施医療機関である 乙は、 新型イ ン フ ルエ ン ザ等対策特別措置法第 28 条

第１ 項第１ 号の規定に基づき 厚生労働大臣の定める 基準（ 平成 25 年厚生労働省

告示第 369 号） の別表の業務に従事する 甲の従業員○○人分の特定接種を 行う

こ と 。  

 

                              以 上 

 

 

 以上の合意の証と し て 、 本書２ 通を 作成し 、 甲乙記名押印のう え 、 甲乙各１

通を 保有する 。  

 

 

 

平成○○年○○月○○日 

 

甲 ○○県○○市○○○丁目○番地○号 

              株式会社○○○○ 

              代表取締役 

○ ○ ○ ○ 

 

 

            乙 ○○県○○市○○○丁目○番地○号 

              医療法人○○○○ 

              代表者 

○ ○ ○ ○ 

 

注） 株式会社、 医療法人は一例である 。  


